
内科領域におけるアレルギー疾患に対する取り組の現状と理想 

【アレルギー疾患に対する取り組みの現状】 

１．福島県アレルギー疾患に対する取り組み 

  診療に関して： 

  ・それぞれの専門医が各病院でのアレルギー診療を専門領域と一緒に行っている 

    （例えば、呼吸器とアレルギー、膠原病とアレルギーなど） 

  市民公開講座への啓もう活動： 

  ・年 1回、2-4月（アレルギー週間）、浜・中・会津の持ち回りで市民公開講座開催 

   （2020年はコロナのため中止） 

  研究・教育に関して： 

  ・専門医取得のためのアレルギー研修の受け入れ（1週間外来見学等） 

  ・年 1回（2月）アレルギー学会東北地方会開催（2019年～新規） 

  ・年 1回 日本アレルギー学会開催への参加、発表、講演 

  ・総合アレルギー講習会（医師向け：年 1回全国）への参加、講演 

  ・臨床アレルギー講習会（パラメディカル向け：年 1回全国）への参加、講演 

  ・内科系でのアレルギー研究：福島医大呼吸器内科のみ？ 

➡一つにまとまった連携のあるアレルギー診療・教育ができていないのが現状 

 

２．専門医／指導医数に関して 

・すべての領域のアレルギー学会専門医数：3858人（福島県：42名） 

・内科領域アレルギー学会専門医数： 

  ・福島県：22名（全国：1747名） 

   （指導医：7名（医大 3名、大原 1名、藤田 1名、日赤 1名、開業 1名）） 

   （代議員：1名） 

  ・他県の現状（専門医数） 

   （青森県：13名、岩手県：20名、秋田県：17名、宮城県：27名、山形県：2名） 

   （東京都：674名、神奈川県：331名、北海道 94名、静岡県 121名,愛知県：302名） 

 ➡東北自体のアレルギー専門医が極めて少ない 

 

３．アレルギー専門医育成のための現状と規定 

【アレルギー内科系認定施設と専門医／指導医数】 

 ・福島医大：呼吸器内科（6名／3名）・リウマチ膠原病内科（０） 

 ・大原総合病院：呼吸器・アレルギー科（数年で認定施設から外れる）（１名／１名） 

 ・福島赤十字病院 内科（主に膠原病関連）（1名・１名） 

 ・公立藤田病院（1名／1名） 

  （準施設：済生会川俣病院（1名／０名）、桝病院（1名／０名）） 
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 【専門医取得条件】・・・ハードルが非常に高い 

 ・アレルギー学会に在籍して 5年以上の会員歴を持つ 

 ・内科専門医の資格を有していること 

 ・アレルギー専門施設にて 6年以上の診療が必要 

 ・アレルギー疾患患者 

 ・学会出席単位 50点以上 

 ・専門医資格試験に合格する事 

 

【認定施設要件】 

 ・アレルギー指導医 1名または専門医 2名以上が勤務 

 ・症例が 100例以上 

 ・総合病院またはそれに準じる病院． 

 

➡アレルギー専門医取得にはハードルが高く、県内では 3箇所（主に医大）で研修を必要期

間しないと専門医取得ができないのが現状（しかし、若手育成も急務！！） 

 

【アレルギー疾患に対する取り組みの理想】 

上記現状を踏まえて、アレルギー拠点病院の制定が急務と考えます． 

最終的な目標は、 

①アレルギー疾患診療施設の拡充、②アレルギー疾患診療医のレベル向上、③総合アレルギ

ー医（若手）の育成、④アレルギー疾患に対する市民への啓もう活動、⑤アレルギー研究の

発展・・・・などができる施設としてアレルギー拠点病院を作ることが必要と考えます． 

 

 他県の状況を見てみますと、拠点病院設置県は 35県（未設定：12県）のうち、殆どが大

学病院である現状を考えると、主となるアレルギー拠点病院を大学病院アレルギーセンタ

ーとして設置し、非常勤も含めてアレルギー診療体制ができる診療科を設置することが最

終目標になるのではないかと考えます（予算などの関係もありますが）． 

 一方、福島県の現状ではアレルギー専門医の数が絶対的に不足している事、内科も含めて

各診療科の縦断的・横断的交流が乏しいことも事実です．よって、各専門領域（小児科・耳

鼻科・皮膚科・眼科）において積極的にアレルギー診療を取り組んでいる病院を拠点病院と

して分散化することも一つの手段と考えます．ただし、その際は、バラバラな活動になって

しまうため、一つにまとめる主機関として上述のようなアレルギーセンターをどこかに（お

そらく医大になるともいますが）設置する必要があると考えます． 

本当の理想は、浜・中・会津に一か所ずつ拠点病院を作ることになると思いますが・・・ 



皮膚科で対応している主なアレルギー疾患

・ アトピー性皮膚炎 ・ 蕁麻疹
・ 食物アレルギー ・ 薬疹
・ 接触皮膚炎

皮膚科領域におけるアレルギー疾患取り組み状況

皮膚アレルギー検査（福島医大の場合）

外来検査スケジュール カッコ内は2019年実績

毎週月曜日 14時～外来パッチテスト（年間61例）

15時～外来プリックテスト（年間26例）

外来負荷試験（年間1例）

エピペン処方（年間10例）

第2・4金曜日 14時～皮膚アレルギーテスト相談外来

検査相談（年間79例）

エピペン処方（年間約32例）

入院検査スケジュール（その１）

火曜日 午前 入院,   午後 プリックテスト

水曜日 薬物負荷試験、食物負荷試験

木曜日 午前 退院

入院検査スケジュール（その２）

月曜日 午前 入院時血液検査・入院時一般検査

午後 プリックテスト

火曜日 昼 食物負荷試験

水曜日 昼 食物負荷＋午後 運動負荷試験

木曜日 午前 退院

（場合によって薬物＋食物＋運動負荷試験を追加）

2019年は42人にエピペン処方

入院検査の適応

アナフィラキシー型
運動誘発必要時

小児

負荷試験用検査食

問題点：皮膚科の入院検査可能な施設が県内
では福島医大のみ

利 点：ほぼ県内全域から患者が集まる

●都道府県別皮膚科医の充足率が全国ワースト１
皮膚科医数 73人/必要医師数 139人
皮膚科専門医 49人
皮膚科アレルギー専門医 3人

●皮膚科常勤医が複数いる病院
福島県立医科大学附属病院

●単独常勤医がいる総合病院は６病院
福島赤十字病院 総合南東北病院
白河厚生総合病院 太田熱海病院
会津医療センター 竹田綜合病院

【今後の展望】
浜通りは皮膚科常勤医ゼロの現状
皮膚科医が複数いる病院が各地域（相双, いわき, 
県北, 県中, 県南, 会津）にあるのが理想
各地域の病院から拠点病院へ検査入院の紹介

福島県立医科大学皮膚科学講座花見由華 2020年9月

安全面への配慮

医師２人以上での検査実施
救急科への事前連絡

入院パッチテスト（年間10例）

➡夏で急ぎの場合

入院プリックテスト（年間16例）

➡アナフィラキシー症例など



『小児科領域における、アレルギー疾患に対する取組状況や現状 

及びアレルギー医療提供体制の理想の姿』 

       星総合病院 小児科 佐久間弘子     

★小児科領域の対象疾患（基礎と自己免疫疾患を除く）は以下の通り 

 ①新生児乳児消化管アレルギー ②小児アトピー性皮膚炎 

 ③小児気管支喘息・思春期喘息・咳喘息・慢性咳嗽 ④小児食物アレルギー 

   即時型・口腔アレルギー症候群・食物依存性運動誘発アナフィラキシー（FDEIA） 

 ⑤アレルギーマーチの考え方（予防と早期治療）⑥学校・保育園等の集団生活での指導 

☆共通領域は以下の通り 

 ①アナフィラキシー ②検査法（皮膚テスト・IgE・DLST・アレルゲン誘発試験） 

   食物経口負荷試験・FDEIA 誘発試験 

 ③呼吸機能検査 ④アレルゲン免疫療法 ⑤薬物療法 ⑥吸入療法 

１． これまでの当院の取り組み 

＊院内 当院小児科におけるアレルギー専門医の育成（準教育認定施設） 

食物経口負荷試験（年間約 500 件）や FDEIA 誘発試験（年間数件） 

アトピー性皮膚炎児のスキンケア入院（年間 10 件）・外来（年間 30 件） 

重症気管支喘息の急性増悪に対する治療 

気管支喘息のコントロール（長期管理薬・呼吸機能） 

＊対外的 食物アレルギーの講習会（どこでも健康教室:年間数件） 

対象：学校教諭、PTA の保護者会、幼稚園、保育園、一般向け公開講座 

耳鼻科医会、社会保険職員研修会 福島県小児科医会（計 6 回/2 年間） 

   郡山市食物アレルギー対応マニュアル改訂（専門医として参加） 

   アトピー性皮膚炎のスキンケア講習会（保育園職員や当院職員） 

     当院 PAE（小児アレルギーエデュケータ―）2 名 

   食物アレルギー料理教室・アレルギー対応品購入リスト作成（当院の管理栄養士） 

   エピペン講習会 当院 PAE（小児アレルギーエデュケータ―） 

２． 医療体制の理想 

① 中核病院：福島医大 

② 小児科のサポート病院：大原病院（準認定施設）、星総合病院（準認定施設） 

竹田病院（準認定施設？）、いわき医療センター、白河厚生病院、西ノ内病院など 

１）福島医大小児科に免疫・アレルギー科を創設し、専門医や指導医を育成する 

２）PAE の育成  ３）アレルギー病棟の区別 

アレルギー疾患は慢性疾患で、緊急対応や致死的な状況になることは少ない。 

食物経口負荷試験・スキンケア入院は現在のような重症疾患が入院する病棟ではミスマッチする。 

また、正確な診断や検査、治療効果の判定、フォローアップには長い時間を要するため、アドヒ

アランス維持のためにコメディカル（看護師・栄養士・薬剤師）のサポートは必須である。 

③ アドヒアランス向上のため、地域との連携は必須であり。小児アレルギー専門医（クリニック）

と役割を分担して、重症度に応じて治療を継続する。 
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第 2回福島県アレルギー疾患医療連絡協議会 

 

・各専門領域におけるアレルギー疾患に対する取組状況 

1. 耳鼻咽喉科としては、医大中心となって皮膚科、小児科、耳鼻科、眼科などで勉

強会を年に 1回開催している（今年はコロナ禍で開催無しだと思います）。 

2. 不定期であるがアレルギー疾患に対する勉強会が地区別に開催されている。 

3. 日本アレルギー学会の入会・参加を推奨している。 

4. ガイドラインを遵守した治療提供に努めている 

 

・現状及びアレルギー医療提供体制の理想の姿 

1. 市内、県内と規模は様々で良いので、定期的な勉強会を開催し、各科の症例報告

のみでなく、会として何かしらの全体取り組みを検討し毎回その進捗を報告する

ような企画も良いと考えます。 

2. 現時点では、臨床の現場での各科の繋がりは希薄な印象があり、他科からアレル

ギー精査の紹介を受けることは稀ですので、もっと気軽にコンサルテーションで

きるような環境作り（こんな程度で紹介するなよみたいな雰囲気を無くし、是非

紹介して、に変える）も必要と考えます。 

3. 会の取り組みの 1つとして、毎年の各科の紹介率を出すのはいかがでしょうか。 
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4. 施設毎の検査や治療内容の標準化を図る取り組みも必要と考えます。現状では施

設間で検査する・しない、検査項目の違い、投薬内容の違いが生じていると思わ

れます。頻度の多い各アレルギー疾患の標準治療（ガイドラインがあるものはそ

れに従う）を会として検討して、県内（市内）どこの施設を受診しても標準検査

および治療が受けられるようになったら良いと考えます。それが難しいなら、検

査が出来る施設や投薬が可能な施設の一覧表を作成して、適切に紹介する福島独

自のガイドラインを作成するのも良いかもしれません。 

令和 2年 9月吉日  

福島赤十字病院耳鼻咽喉科 多田靖宏 



資料２

※　回答：46都道府県

１　アレルギー疾患医療拠点病院の選定状況 　　（福島県含む）

候補有 候補無 その他

32 8 3 3

２　拠点病院の選定数

選定病院数 都府県数

1病院 19

２病院 8

4病院 3

6病院 1

7病院 1

計 32

３　専門医の配置状況

都府県数

内科 27

呼吸器科 23

眼科 3

小児科 24

耳鼻科 17

４　アレルギー拠点病院に係る予算額について （単位：千円）

平均 最大 最小

令和元年度 2,373.3 8,442 130 （23都府県）

令和２年度 2,755.5 8,441 113 （24都府県）

５　役割別実施事業及び予算額（令和2年度）

平均 最大 最小

診療 30 1,007.7 2,132 402 （3県）

情報提供 30 343.3 872 106 （8府県）

人材育成 28 1,231.1 7,213 113 （12都府県）

研究 26 1,295.0 2,615 413 （3県）

助言・支援 27 1,220.4 5,606 119 （7都府県）

６　実施事業

＜診療＞

・他の医療機関との診療連携（紹介・逆紹介）

など

　各都道府県におけるアレルギー拠点病院の選定状況調査結果報告
（令和２年３月３１日現在）

・アレルゲン同定の検査実施および評価（血液検査、プリックテスト、パッチテスト

　等）の実施

・診療が困難な症例や標準的治療では病態が安定化しない重症及び難治性アレルギー疾患

　患者に対する診断、治療、管理

選定済
未了

実施事業有

（都府県数）

予算額（千円）
役割



＜情報提供＞

・ホームページ等によるアレルギー疾患関連情報の提供

・市民向け・患者及び家族向け公開講座（講習会）の実施

・診療対応範囲及び診療実績の公表

など

＜人材育成＞

・医師やアレルギー疾患医療従事者の知識や技能向上に資する研修の実施

・保健師、栄養士、学校及び児童福祉施設等の教職員に対する講習の実施

・中心拠点病院が行う研修へ医師の派遣

など

＜研究＞

・都道府県におけるアレルギー疾患の実情を把握するための調査・分析

・国が推進する全国的な疫学研究、臨床研究等への協力

・小中学校の児童生徒に関するアレルギー疾患患者の実態調査

など

＜助言・支援＞

・アレルギー疾患(電話)相談窓口(相談センター)の整備

・県、市町村、教育員会等の関係部局に対し医学的知見からの助言・支援

・一般病院及び診療所に対し、最新の科学的知見に基づく助言や支援

など

７　事務局担当部署

拠点病院 都道府県担当課 両方 事務局なし

22県 6都府県 3県 1県

８　課題

・拠点病院と県の役割分担が不明確

・県として関連予算を十分に確保できない

９　今後の選定予定

選定時期 道府県数

令和2年4～6月 2県

令和2年7～9月 1県

令和2年度中 3道県

未定 8県

・拠点病院と診療科別支援病院間の連携や役割分担が機能する仕組みづくり

　（効果的な連携の在り方）

・医療機関と他機関との連携

・県と拠点病院との安定した関係性づくり

・拠点病院が複数存在するため、病院が主体となって病院同士の連携や都全体

　の医療提供体制の整備を進めていくことが難しい

・人材育成以外の取組について連携を強める必要がある


